
令和７年度荒川区 臨時的任用職員・育児休業代替任期付職員 
採用選考募集案内【事務、福祉(保育士)、衛生監視、保健師】 

 
令 和 ７ 年 ７ 月 ８ 日 
荒 川 区 

 
この採用選考は、本区の臨時的任用職員及び育児休業代替任期付職員の採用候補者を決定する

ために実施するものです。 
本採用選考は、臨時的任用職員と育児休業代替任期付職員を併願することができます。 

 
１ 選考の種類 
（１）臨時的任用職員 
   地方公務員法第２２条の３第１項の規定に基づき、常時勤務を要する職に欠員が生じた場

合に、あらかじめ任期を定めて採用する職員です。 
（２）育児休業代替任期付職員 
   「地方公務員の育児休業等に関する法律」第６条第１項の規定に基づき、育児休業を取得

する職員の代替職員として、職員の育児休業の請求期間を限度に、あらかじめ任期を定めて

採用する職員です。 
   なお、勤務条件（勤務時間、休暇、服務等）については、任期が定められていること以外

は、原則として、任期の定めのない常勤職員とほぼ同様のものです。 
 
２ 採用予定の職種、人数、任期等 
（１）職種、採用予定数等 

職種 
採用 
区分 

選考 
採用 

予定数 
主な勤務先 

事務 Ⅰ類 
臨時的任用職員 

１０名 
程度 

区役所本庁舎等 

育児休業代替任期付職員 
１０名 
程度 

区役所本庁舎等 

福祉（保育士） Ⅱ類 
臨時的任用職員 若干名 保育園・ひろば館等 

育児休業代替任期付職員 若干名 保育園・ひろば館等 

衛生監視 Ⅰ類 
臨時的任用職員 若干名 保健所等 

育児休業代替任期付職員 若干名 保健所等 

保健師 Ⅰ類 育児休業代替任期付職員 若干名 区役所本庁舎等 
  ※勤務場所はいずれも敷地内禁煙です。 
（２）採用予定日（臨時的任用職員、育児休業代替任期付職員共通） 
   ①事務、福祉（保育士） 令和７年１０月１日以降 
   ②衛生監視       令和７年１１月１日以降 
   ③保健師        令和７年１２月１日以降 
（３）任期 

臨時的任用職員 
６か月以内 
（上記から６か月を超えない範囲で１回のみ更新の場合があります） 



育児休業代替 
任期付職員 

概ね６か月以上３年未満 
（代替する職員の育児休業請求期間に応じて設定されます） 

※両選考を併願し合格された方は、職員の妊娠出産休暇の期間については臨時的任用職員と

して、その後、育児休業期間については育児休業代替任期付職員として、引き続き任用さ

れる場合があります。 

（４）受験資格 
職種 選考 受験資格 
事務 臨時的 

任用職員

及び 

育児休業

代替任期

付職員 

日本国籍を有し、次の（１）、（２）いずれかに該当する方 
（１）平成１５年１０月１日までに生まれた方 
（２）平成１５年１０月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基

づく大学（短期大学を除く。）を卒業した方又はそれと同等の資格が

あると認められる方 

保育士 臨時的 

任用職員 

及び 

育児休業

代替任期

付職員 

国籍を問わず（※１）、次の（１）、（２）を満たす方 
（１）平成１７年１０月１日までに生まれた方 
（２）保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けてい

る方（令和７年９月３０日までに資格を取得し、都道府県

知事の登録を受ける見込みの方を含みます。） 

衛生 
監視 

臨時的 

任用職員 

及び 

育児休業

代替任期

付職員 

日本国籍を有し、平成１５年１１月１日までに生まれた方で、食品

衛生監視員及び環境衛生監視員の資格を有する方（資格について、

詳しくは次のいずれかを満たす方。） 
（１）「医師」「歯科医師」「薬剤師」又は「獣医師」の免許を既に有

する方（取得見込みの方を含まない。） 
（２）大学において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又

は農芸化学の課程を修めて卒業した方（卒業見込みの方を含

む。） 
   ただし、「畜産学」「水産学」「農芸化学」については厚生労働

省が定める課程を修めて卒業した方（卒業見込みの方を含

む。） 
（３）都道府知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設におい

て、所定の課程を修めて卒業（卒業見込みの方を含む。）し、

環境衛生監視員の資格を有する方（取得見込みの方を含む。） 
保健師 育児休業

代替任期

付職員 

国籍を問わず（※１）、次の①、②を満たす方 
①次の（１）、（２）いずれかに該当する方  
（１）平成１５年１２月１日までに生まれた方 
（２）平成１５年１２月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基

づく大学（短期大学を除く。）を卒業した方又はそれと同等の

資格があると認められる方 
②保健師免許を有する方（令和７年１１月３０日までに免許登録

済みで免許の交付を申請中の方を含む。） 
注）ただし、地方公務員法で選考を受けることができないとされる方（選考申込書裏面参照）

及び現在、荒川区の常勤職員（教育公務員、臨時的任用職員及び任期付職員（※２）を



除く）は受験できません。 
※１受験できる日本国籍を有しない方の範囲は、「出入国管理及び難民認定法別表第２（永住

者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者）に掲げる在留資格を有する人及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

定める特別永住者」とします。 
※２地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14 年法律第 48 号）及び

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3 年法律第 110 号）の規定により採用され

る任期付職員をいう。 
 
３ 合格者の取扱い 
  合格者は採用候補者となり、職員の育児休業の取得状況に応じて採用します。取得状況 

によっては、採用されない場合があります。職員が育児休業の取得期間を延長した場合、 
任期を延長することがあります。 
福祉（保育士）の採用内定者については、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法 

律第６６号）に基づき、本採用選考の最終合格後から採用内定前までに「保育士特定登録取消

者管理システム」を活用し特定登録取消者に該当するかどうかを確認します。照会の結果、特

定登録取消者に該当することが判明した場合は、採用しない場合があります。 

 
４ 選考日程等（臨時的任用職員、育児休業代替任期付職員共通） 

方  法 筆記試験（課題式作文<８００字程度>・１時間）及び面接（個別面接） 

実 施 日 

令和７年８月１７日（日）、８月２３日（土）、８月３０日（土）、 

９月６日（土）のうち、１日または２日間選考を行います。 

※会場、集合時間等については、受験票交付時に通知します。 

※面接開始時刻は受験者によって異なりますので、お待ちいただく場合が 

あります。 

会  場 荒川区内の施設 

結果発表 令和７年９月中旬（予定） 

※結果については、合否にかかわらず、受験者全員に通知します。 

 
５ 申込手続（臨時的任用職員、育児休業代替任期付職員共通） 

以下のとおり申込してください。 ※併願可 

申 込 先 
〒116－8501 東京都荒川区荒川２－２－３ 

荒川区管理部職員課人事係（荒川区役所４階） 

℡０３（３８０２）３１１１ 内線２２３８ 

申込方法 

所定の「選考申込書」にて、持参又は郵送により申込を行ってください。 

※郵送の場合は、封筒表面に「選考申込書在中」と朱書し、簡易書留により 

郵送してください。 
なお、簡易書留によらないものの事故については、責任を負いません。 

申込期間 
令和７年７月８日（火）から令和７年７月３１日（木）まで 
【持参の場合】土・日曜日、祝日を除く 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 



【郵送の場合】締切日必着 

 ※８月１２日（火）までに受験票が届かない場合は、上記申込先に照会してください。 
 
６ 勤務条件（臨時的任用職員、育児休業代替任期付職員共通） 
（１）初任給 

職種 月額 
事務 約２６４，０００円～２９８，８００円 

福祉（保育士） 約２３７，６００円～２８９，０８０円 
衛生監視 約２６４，０００円～２９８，８００円 
保健師 約２７１，５６０円～３００，９６０円 

※上記金額は地域手当（２０％）を含みます。また、初任給は、職務経験等を一定の 
基準により考慮し、上記の範囲内で決定します。 

※この初任給のほか、条例等の定めるところにより、諸手当が支給されます。 
※採用されるまでに給与改定等が行われた場合は、その額によります。 

（２）勤務日及び勤務時間 
職種 勤務日 勤務時間 
事務 

衛生監視 
保健師 

原則として月曜日～金曜日 １日７時間４５分で、 
１週間３８時間４５分 

福祉（保育士） 月曜日～土曜日（４週８休制） １日７時間４５分で、 
週平均３８時間４５分 

   ※職場により異なる場合があります。 
（３）休暇等 

臨時的任用職員 年次有給休暇は任期に応じて付与されます。 

育児休業代替任期付職員 年次有給休暇は採用月に応じて年度で付与されます。 

臨時的任用職員 

育児休業代替任期付職員

【共通】 

年次有給休暇のほか、夏季休暇、慶弔休暇等が設けられていま

す。ただし、育児休業及び育児短時間勤務は請求することがで

きません。 

（４）社会保険等 
東京都職員共済組合等に加入します。 
 

７ 条件付採用期間（育児休業代替任期付職員のみ） 
任期に関わらず、採用後６か月間は条件付採用期間であり、この期間に職務を良好な成績で

遂行したときに初めて育児休業代替任期付職員として正式採用となります。 
 

 

申込時に提出された書類については返却いたしません。 
 なお、個人情報については「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に管理し、本採

用選考の実施に関する目的でのみ使用します。また、規定の保存年限経過後に廃棄します。 



 
 

    

令和７年度荒川区 臨時的任用職員及び育児休業代替任期付職員 採用選考申込書 
 
 

 
 
 

 
ふりがな  
氏  名  

生年月日 昭和

平成  年  月  日  歳（年齢は採用予定日現在で記入） 

ふりがな  

現住所 〒    
 

電話番号１  電話番号２  
メールアドレス  

ふりがな  
連絡先 

（郵送先） 
〒   
 

学

歴 

義務教育終了後の学歴を記入してください。 
最終学歴（又は在学校） 
 

  年  月から  年  月まで 
  年在学・卒業見込・卒業・中退 

その前 
 

年  月から  年  月まで 
卒業・中退 

職

歴 
 

新 
↓ 
旧 

在職期間 勤務先名 職務内容 
年  月  日から 

    年  月  日まで 
 

正規・任期付・非常勤・臨時 
 

年  月  日から 
    年  月  日まで 

 
正規・任期付・非常勤・臨時 

 

年  月  日から 
    年  月  日まで 

 
正規・任期付・非常勤・臨時 

 

資

格 
条

件 

名称        取得年月日 取扱機関 
保育士 資格 
保育士 登録 

年  月  日取得・見込 
年  月  日取得・見込 

養成校・資格試験

（     ）都道府県知事 

保健師 資格 年  月  日取得・見込  

私は、令和７年度における本職員採用選考を受験したいので申し込みます。 
なお、私は地方公務員法等で選考を受けることができないとされる者に該当しておりません。 
また、この申込書のすべての記載事項は事実と相違ありません。 
 

    年  月  日 
   申込者氏名（自署）                                                

希望す

る選考

区分に

〇 

選考区分 ※併願は両方に〇 
事務 臨時的任用職員  ・  育休代替任期付職員 
保育士 臨時的任用職員  ・  育休代替任期付職員 
衛生監視 臨時的任用職員  ・  育休代替任期付職員 
保健師 育休代替任期付職員 

※   年  月  日 

受付年月日 受験番号 

※ 

写 真 

最近３ヵ月以内

に撮影したもの 
裏面に氏名を記

入すること 
（４×３cm 程度） 



 
 

    

記入上の注意事項 
 
１ 申込書は、黒のボールペンで、記入もれや間違いのないよう丁寧に記入してください。 
２ ※欄は記入しないでください。 
３ 年齢は、採用予定日現在（事務・福祉（保育士）：令和７年１０月１日、衛生監視：令

和７年１１月１日、保健師：令和７年１２月１日）で記入してください。 

４ 現住所・郵送先 
 ・連絡先は、確実に連絡がとれるよう、電話番号を２ヶ所記入してください。（携帯電話

や実家等で伝言を依頼できるところを含む。） 
 ・連絡先（郵送先）欄には受験票や結果通知等を現住所以外へ希望する人のみ記入してく

ださい。 
５ 職歴 
  上から新しいものを順次記入してください。 
６ 郵送により受験の申込をする場合は、封筒表面に「採用選考申込書在中」と朱書きし、

簡易書留で郵送してください。簡易書留によらないものの事故については、責任を負

いません。 
 
（参考） 
 
―地方公務員法第１６条（欠格条項）― 
 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 
 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 
２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しな

い者 
３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定

する罪を犯し、刑に処せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
※平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とす

るもの以外）は選考を受けることができません。 
 
 
 

 採用選考申込書については返却いたしません。 

 なお、個人情報については「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に

管理し、本採用選考の実施に関する目的でのみ使用します。また、規定の保存

年限経過後には廃棄します。 


